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諮問庁：国立大学法人岡山大学 

諮問日：平成２７年１２月１７日（平成２７年（独情）諮問第６３号） 

答申日：平成２８年６月１６日（平成２８年度（独情）答申第８号） 

事件名：「自宅待機通知書の交付について（伺）」等の一部開示決定に関する件

（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につ

き，別紙２に掲げる文書１ないし文書１７－２（以下，併せて「本件対象

文書」という。）を特定し，一部開示した決定については，本件対象文書

を特定したことは，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，国立大学法人岡山大学（以下

「岡山大学」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った平成２７年

８月３１日付け岡大総総第６８号による一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）について，その取消しを求める。 

 ２ 異議申立ての理由 

   異議申立人が主張する異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書の記

載によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）異議申立書 

   ア 原処分を取り消し，請求通りの文書を特定し開示せよ。 

     特に文書１５（岡山大学原議書；特定日Ａ決裁）については，開示

文書は偽物と認められるため，再度厳正に真正文書を特定し迅速に

開示せよ。 

   イ 本件開示請求では岡山大学が職員就業規則として定める「自宅待機

措置（第６８条の２）」にかかわり法人文書の開示を求めた。特に

この「自宅待機措置に係り作成・入手された文書」が重要であった。

しかるに文書特定に重大な瑕疵があり，正規の開示とは認められな

い。よってここに異議を申し立てる。 

     具体的に記載すると； 

    ⅰ 文書１５（特定日Ａ決裁）では学長や局長などの幹部の押印がな

い。 

      一方，文書１６（特定日Ｂ決裁），文書１７（特定日Ｃ決裁）で
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は学長，副学長の押印がある。自宅待機措置のような職員人権およ

び大学運営に重大な影響を有する措置は厳正な手続きを経て執行さ

れなくてはならない。現状の開示文書（文書１５）は到底真正文書

とは認められず業務錯乱（悪ふざけ，業務妨害）を目的に作成され

た偽物とみなされる。 

      「自宅待機措置（第６８条の２）」がこの原議書により執行され

たはずはなく，真正の当該原議書が存在するはずである。 

    ⅱ 文書１５（特定日Ａ決裁）では本文書下方欄に「本件については，

特定日Ａ，口頭で伝達済みである。」と記載されている。確かに本

文書送達期日欄が空欄になっている。「自宅待機措置（第６８条の

２）」のような職員人権および大学運営に重大な影響を有する措置

が文書を介さず“口頭で伝達”とはありえないことである。よって

この文書は業務錯乱（悪ふざけ，業務妨害）を目的に作成された偽

物とみなされる。本部事務の非違行為横行の象徴である。 

    ⅲ 岡山大学は職員に対して非違行為を厳正に対処するとして数々の

警告や懲戒・戒告等を執行している。しかるに本件原議書を見る限

り，学内行政は矛盾，杜撰かつ悪意に満ち，非違行為が横行してい

ると危惧される。 

      よって岡山大学の名誉と信頼回復のためにも，文書１５に係る真

正の原議書を速やかに特定し開示して欲しい。以上の理由から異議

申立てをする。 

 （２）意見書 

    異議申立人は，ａそもそもの法人文書開示請求書（平成２７年７月２

９日付），およびｂ岡山大学原決定である「法人文書部分開示決定通知

書」（岡大総総６８号，平成２７年８月３１日付；別紙の文書一覧表裏

１枚）とｃ実際に開示された文書，およびｄ異議申立書（平成２７年９

月１６日付），ｅ本件諮問に係る岡山大学の理由説明書（平成２７年

（独情）諮問第６３号）を精査した。本件意見書は上記ａ，ｄ書面記載

の私の主張を維持している。参照しお読みいただければ幸いである。 

   ア 本件事案は最近になり岡山大学から公式に最新経緯が記者会見等に

て公表された。資料１をご覧願う。その他，岡山大学は多数の情報

を間接・直接に開示しており，状況は流動的である。したがって，

法５条１号ただし書イの規定で「慣行として公にされ，又は公にす

ることが予定されている情報」等を考慮すると諮問庁の主張の多く

は正当性を失う。また実質的に不開示情報が開示されて周知されて

いる現状を鑑みると諮問庁の主張は再考を要する。 

     （法人文書の開示義務）第５条 ・・特定の個人を識別することは

できないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するお
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それがあるもの。ただし，次に掲げる情報を除く。イ 法令の規定

により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されてい

る情報 

   イ 以上を踏まえた上で，文書１６と文書１７につき特に意見を述べる。 

     まず岡山大学の「自宅待機命令措置」は規定により「懲戒処分相当，

懲戒処分が決定されるまでの仮の措置」としての制約がある。しか

るに，文書１６，文書１７の「自宅待機命令措置」は懲戒処分がな

されていない。しかも，特定期日において「懲戒処分相当でない」

ことが確定したにもかかわらず，「自宅待機命令措置」を維持し不

当な権利制約を名宛人に課し続けたものである。この様な不正運用

を隠蔽するため，開示請求を意図的に操作し不適正な不開示決定を

維持したと認められる。 

   ウ 以上を踏まえた上で，文書１５につき特に意見を述べる。 

     文書１５の「自宅待機命令措置」は書面の記載内容・形式から到底

真正のものと認められない。事務処理方法についての異議として私

の申立てに反論しているようだが，そもそも全ての文書は適正な事

務処理を前提に作成されているものである。この原則を確認しそれ

に基づき，各文書の特定や開示判断がなされることが法令により規

定されている。 

     よって，岡山大学の反論は基本を失念した幼稚かつ不当な主張であ

り正当とは認められない。むしろ岡山大学は日常的にこの様な杜撰

かつ不当な措置を行い，構成員の人権を蹂躙していることを証明す

る結果となっている。結論：文書１５は真正な法人文書とはみなせ

ない。 

   エ 文書１５の原議書に係り，岡山大学は理由説明書で「事務担当課を

案内」した旨記載している。 

     実は，案内に従って問合せたところ，不備かつ不可解な回答をし，

その後再問い合わせをしたところ，特定理事から脅迫まがいの親展

書面が届き，異常と恐怖を感じた。岡山大学としては日常に行って

いることだろうが，世間や社会常識では通用しない。全ては岡山大

学特定者の“体質の反映”である（資料２参照）。大学人として，

これらの事態は極めて遺憾である。心より大学理念や理知性の衰退

を危惧せざるを得ない。 

   （本答申では資料は省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 諮問に至る経緯及び概要 

 （１）異議申立人は，本学に対し，平成２７年７月２９日付け「法人文書開

示請求書」により，本件請求文書の開示請求を行った。 
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 （２）本件開示請求に係る法人文書として，本件対象文書を特定し，その一

部を開示する旨の決定をし，同年８月３１日付け岡大総総第６８号「法

人文書部分開示決定通知書」により異議申立人に通知し，同年９月７日

に，写しの送付による開示を実施した。 

 （３）異議申立人は，当該決定（特に文書１５の特定）に重大な瑕疵があり，

正規の開示とは認められないとして，同年９月１６日付け「異議申立

書」により，異議申立てを行った。 

 （４）本学の文書特定及び不開示とする原処分は妥当であり，本件異議申立

ては棄却すべきものと考えるため，法１８条２項の規定に基づき，情報

公開・個人情報保護審査会に諮問した。 

 ２ 異議申立人の主張に対する検討 

 （１）文書１から文書１３までについて 

    当該文書は，「自宅待機に係る規則改正にあたり，学内での起案，審

査，承認等の過程で作成・入手された文書に該当するもの」との請求内

容に対応する文書として特定したものである。 

    自宅待機に係る規定は，国立大学法人岡山大学職員就業規則（平成１

６年岡大規則第１０号）６８条の２（以下「本条」という。）に定めて

おり，本条は平成２１年３月２７日の改正で新たに追加されている。 

    本学における規則改正手続は，規則の内容に応じて，教育研究評議会

又は経営協議会及び役員会を経て，学長の決裁により制定されることに

なっている。 

    本規則の改正においても，教育研究評議会，経営協議会及び役員会を

経て学長決裁により制定されているため，それぞれの会議の議題，資料，

議事要旨（案）及び議事要旨並びに学長決裁として規則制定台帳を特定

し，その全てを開示した。 

    自宅待機に係る規則改正にあたり，学内での起案，審査，承認等の過

程で作成・入手された文書は，文書１から文書１３までであり，他に該

当するものはない。 

 （２）文書１４について 

    当該文書は，「本条が就業規則改正として制定・施行されるに必要な

手続（①被用者１／２以上の職員組織からの意見聴取，②所管労働基準

監督署長への届出，③就業規則改正と同施行に関する学内周知（広報）

等）の過程に係り作成・入手した文書」との請求に対し，②に対応する

文書として特定したものである。 

    文書１４のうち，意見書の従業員代表氏名欄に記載された個人の氏名

及び印影を不開示としたが，これは特定の個人を識別することができる

情報であり，法５条１号に該当し，同号ただし書に該当しないためであ

る。 
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    上記請求内容のうち①については，文書ファイル『平成２０年度事業

場別・部局別職員代表委員会関係綴』に該当文書を含んでいたが，同文

書ファイルの保存期間は５年であり，２０１４年３月３１日に保存期間

満了日が到来し，同年９月に廃棄しているため，文書不存在である。た

だし，職員代表の意見書については，②の法定書類として保存しており，

文書１４の一部として特定している。 

    上記請求内容のうち③の学内周知に係る文書は，保存期間満了により

廃棄済みのため文書不存在である。 

    本学における諸規則改正等の学内周知は，改正後に各部局文書取扱担

当者宛のメールにより行っている。メールには，①規則名称，②制定・

改正日，③施行日，④制定・改正理由を記載し，参照のため規則本体及

び新旧対照表を掲載している事務ファイルサーバの場所を記載している。 

    規則改正の周知メールは，同時期に制定・改正された諸規則を一覧に

して，当該諸規則の改正があったことだけを連絡するものであり，諸規

則の改正内容，改正履歴は，事務ファイルサーバに掲載されている規則

全文及び新旧対照表で確認できることから，周知メールそのものは，文

書管理上，軽微な事務連絡として整理され，保存期間は１年未満となる。 

    実際の運用では，担当者の送信済みメールとしてサーバの容量が許す

限り保存されている場合もあるが，平成２６年に事務用ファイルサーバ

の機種更新があり，保存の必要のない軽微な文書は新サーバに移行して

いないため，該当メールは現存しない。 

 （３）文書１５から文書１７までについて 

    当該文書は，「本条の施行後，開示請求日までに，この規定により自

宅待機命令が行われた場合の，当該命令に係り作成・入手された一切の

文書」との請求に対応するものである。 

    計３件の自宅待機命令について，それぞれ①自宅待機通知書の交付に

ついて（伺），②顛末報告書を特定した。 

    ①自宅待機通知書の交付について（伺）は，原議書，自宅待機を命ず

る理由，自宅待機通知書から構成されている。「原議書」には，受信者

欄に記載された被処分者の氏名とともに，起案日，決裁日，特記事項，

起案者及び決裁者の印影等が記載されている。「自宅待機を命ずる理

由」には，被処分者の所属，職名，氏名及び当該者の非違行為の内容の

ほか，当該措置に至る経緯，その必要性の検討等が記載されている。

「自宅待機通知書」には，被処分者の氏名とともに，特定日から自宅待

機を命ずる旨及びその間の給与等の扱いについての記載と発令日が記載

されている。また，②顛末報告書は，所属長から学長宛の添書と報告書

から構成されており，報告書には，被処分者の所属，職名，氏名ととも

に当該者の非違行為の詳細が記載されている。 
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    上記①の原議書については，受信者欄に被処分者の氏名の記載がある

ため，個人を識別することができる情報として当該部分を不開示とし，

余りの部分は開示した。 

    また，当初の決定においては，上記①の原議書の「日付」には個人識

別性はないと判断し開示したが，その後，この日付と他の情報とを照合

することにより，一部の者には，当該措置が誰に対してなされたかが特

定可能であることがわかった。そのため，上記①を構成する原議書以外

の文書並びに②顛末報告書は，当該文書から特定個人が識別可能な情報

を取り除いたとしても，なお当該者が特定可能であり，当該個人の不名

誉な情報を明らかにすることになるため，個人の権利利益を害するおそ

れがあり，不開示とすることが妥当であると考える。 

 （４）文書１５の原議書について 

    異議申立人は，文書１５の原議書が偽物であり，真正の原議書が存在

するはずであると主張しているが，当該文書は真正なものであり，これ

以外の原議書は存在しない。異議申立人は，決裁者や通知文書の送付等

の事務処理方法について種々の主張をしているが，これらの主張は，法

による文書の開示とは別の問題である。 

    なお，異議申立人には，当該文書を保有する事務担当課を案内し，担

当課から説明を行っていることを申し添える。 

 （５）以上のとおり，異議申立人の開示請求に対し，文書１から文書１７－

２までを特定し，その一部を開示した原処分は妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年１２月１７日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成２８年１月１８日   異議申立人から意見書を収受 

   ④ 同年５月２３日      審議 

   ⑤ 同年６月１４日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

   本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を特定し，一部開示する原処分を行った。 

   異議申立人は，本件対象文書の外にも開示請求の対象として特定すべき

文書があるはずであるとして，原処分の取消しを求めていると認められる

ところ，諮問庁は，原処分は妥当であるとしていることから，以下，本件

対象文書の特定の妥当性について検討する。 

 ２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

 （１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書の特定につ
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いて改めて確認させたところ，諮問庁は，以下のとおり説明する。 

    本件諮問に当たっては，異議申立てを踏まえ，改めて本件請求文書に

該当する文書の探索等を行ったところであるが，原処分において特定し

た文書１ないし文書１７－２の外に新たに特定すべき文書の存在は確認

されず，諮問庁として原処分を妥当とする判断に至ったものである。 

    このことについてはおおむね理由説明書で述べたとおりであるが，そ

の後審査会に提出された異議申立人の意見書において，文書１５等につ

いてはなお強く疑義が述べられていることから，以下，若干の補足説明

を行う。 

    文書１５，文書１６及び文書１７は，自宅待機通知書の交付に係る原

義書であり，自宅待機通知書の文書名義は学長であることから，本来は

学長までの決裁とする必要があるところ，文書１５に係る事案において

は，当事者が来学した当日に自宅待機命令を通達する必要性があったこ

とから，学長・理事・局長に内容を説明し，了承を得た上で，口頭によ

り当事者に伝達を行い，交付する文書についての決裁は改めて行ったた

め，既に説明・了承済みの学長・理事・局長については，原議書の押印

を省略したものである。 

    事後処理としての決裁であっても，本来の決裁者である学長まで押印

してもらうべきであって決裁処理としては不適切であったと考えられる

ものの，上記事案の自宅待機通知書の交付に係る決裁は文書１５をもっ

て行われており，異議申立人が主張する，文書１５の原議書が偽物であ

り外に真正の原議書が存在するといった事実はない。 

    また，文書１６及び文書１７についても，それぞれ対応する事案の処

理に当たって用いられた原議書が誤りなく特定されている。 

    なお，文書１５と文書１６及び文書１７は起案課が異なっているが，

これは，平成２６年４月１日に法務コンプライアンス対策室が設置され，

職員の懲戒処分に関する所掌が，人事課から法務コンプライアンス対策

室へ変更になったためである。 

 （２）上記諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点は認められず，これを覆

すに足る特段の事情も認められない。 

    したがって，岡山大学において本件対象文書の外に開示請求の対象と

して特定すべき文書を保有しているとは認められず，本件対象文書を特

定したことは，妥当である。 

 ３ 異議申立人のその他の主張について 

   異議申立人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断

を左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定
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し，一部開示した決定については，岡山大学において，本件対象文書の外

に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められない

ので，本件対象文書を特定したことは，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 椿 愼美，委員 山田 洋  
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別紙１（本件請求文書） 

 

  本件開示請求では「国立大学法人岡山大学職員就業規則」（国立大学法人

岡山大学職員就業規則平成１６年４月１日岡大規則第１０号・公表最新改定，

平成２６年１１月２７日規則第１５号）の第６８条の２（自宅待機）「学長

は，職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は当該懲戒処分が決定する

までの間，当該職員に自宅待機を命ずることができる。」に係る法人文書の

一切を開示請求致します。 

  文書特定に資するため，若干の記載を致します。 

  第６８条の２（自宅待機）に係る法人文書の一切とは具体的に例示する

と： 

 ① 本条項第６８条の２（自宅待機）が内定されるまでの学内での発案，審

議，承認等の過程に係り作成ないし入手された一切の文書。 

 ② 本条項第６８条の２（自宅待機）が就業規則改正として制定・施行され

るに必要な手続であるａ．被雇用者１／２以上の職員組織からの意見聴取，

ｂ．所管労働基準監督署長への届出，ｃ．就業規則改正と同施行に関する

学内周知（広報），等の過程に係り作成ないし入手された一切の文書。 

 ③ 第６８条の２（自宅待機）の施行後本日までにこの条項（ないし同条項

を含む学内規定）により特定者に対して自宅待機命令（措置）が行われた

場合，同自宅待機命令に係り作成ないし入手された一切の文書。ただし，

法令により保護されるべき文書（非開示基準を満たす特定個人情報の一部

または全部等）は開示請求致しませんのでそれ以外の「該当文書一切； 

原議書を含む」を遺漏なく開示して下さい。 
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別紙２（本件対象文書） 

 

 文書１：平成２１年３月（第１１回）教育研究評議会議題 

 文書２：資料３「諸規則について」 

 文書３：平成２１年３月（第１１回）教育研究評議会議事要旨（案）の作成

について 

 文書４：平成２１年３月（第１１回）教育研究評議会議事要旨 

 文書５：平成２１年３月経営協議会（第５回）議題 

 文書６：資料３「諸規則について」 

 文書７：経営協議会（第５回）の議事要旨について 

 文書８：経営協議会（第５回）議事要旨 

 文書９：平成２１年３月（第１０回）役員会議題 

 文書１０：資料３「諸規則について」 

 文書１１：平成２１年３月（第１０回）役員会議事要旨について（伺） 

 文書１２：平成２１年３月（第１０回）役員会議事要旨 

 文書１３：平成２１年制定規則 

 文書１４：就業規則変更届の提出について（伺） 

 文書１５：自宅待機通知書の交付について（伺） 

 文書１５－２：顛末報告書 

 文書１６：自宅待機通知書の交付について（伺） 

 文書１６－２：報告書 

 文書１７：自宅待機通知書の交付について（伺） 

 文書１７－２：顛末報告書 




